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健
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ン
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救
急
隊
が
到
着
す
る
ま
で
の
間

あ

な
た
が
で
き
る
応
急
手
当
に
つ
い
て
講

習
し
ま
す

救
命
に
必
要
な
基
礎
知
識

と
し
て

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
用
い
た
応
急
手
当

（
心
肺
蘇
生
法
）
な
ど
を
3
時
間
で
学

び
ま
す

大
切
な
人
を
救
命
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う

多
く
の
皆
さ
ん
の
受

講
を
お
願
い
し
ま
す

●
日
時
　

11
月
27
日（
土
）

　

午
前
9
時

正
午
ま
で

●
会
場
　

穂
高
会
館
2
階
講
義
室

●
募
集
人
員
　

30
人
（
先
着
順
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　

受
講

を
希
望
す
る
人
は

穂
高
消
防
署
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

　

平
成
22
年
中
に
給
料･

賃
金･

報
酬

な
ど
給
与
等
を
支
払

た
事
業
主
は

給
与
等
を
受
け
取

た
人
の
平
成
23
年

１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市
町
村

に

給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
事
業
専
従
者
分
も

提
出
が
必
要
で
す
）
給
与
支
払
報
告
書

は
市
県
民
税
の
課
税
に
必
要
な
資
料
で

す

早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

●
提
出
先
　

豊
科
総
合
支
所
内
市
民

税
課
市
民
税
担
当

●
提
出
期
限
　

平
成
23
年
１
月
31
日
（
月
）
ま
で

※
特
別
徴
収
を
行

て
い
る
事
業
所

は

１
月
以
降
に
退
職
す
る
人
の
市

県
民
税
の
一
括
徴
収
に
ご
協
力
く
だ

さ
い

　

県
司
法
書
士
会
で
は

11
月
23
日

（
火
）の
勤
労
感
謝
の
日
に
合
わ
せ

働

く
人
が
抱
え
る
職
場
内
や
会
社
と
の
ト

ラ
ブ
ル
に
関
す
る
電
話
無
料
相
談
会

「
労
働
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番
」
を
実
施

し
ま
す

予
約
は
不
要
で
す

賃
金
・

残
業
代
の
未
払
い
や

不
当
解
雇
な
ど

の
問
題
で
お
困
り
の
人
は
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は

司
法
書
士
総
合
相
談
セ

ン
タ

（
０
２
６
･
２
３
２
･
７
４

９
２
　

０
２
６
・
２
３
２
・
６
６
９

９
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

―
普
通
救
命
講
習
会
―

心
肺
蘇
生
法
を
身
に
つ
け
ま
せ
ん
か

穂
高
消
防
署（

･

３
２
６
２
）

ま
た
は

危
機
管
理
室
消
防
防
災
担
当

（

･

６
７
６
９ 

･

６
７
３
９
）

勤
労
感
謝
の
日
は

労
働
ト
ラ
ブ
ル 

電
話
無
料
相
談
会

総
務
課
庶
務
係

（

･

２
０
０
０ 

･

８
３
４
０
）

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は

お
早
め
に
！

市
民
税
課
市
民
税
担
当

（

・
３
１
１
１ 

・
８
３
４
０
）

　

12
月
4
日
か
ら
10
日
ま
で
は
「
人
権

週
間
」
で
す
「
人
権
週
間
」
は

昭

和
23
年
12
月
10
日
に
国
際
連
合
総
会
で

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を

記
念
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す

私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
他
人
の
人
権
を
尊
重
す

る
意
識
を
持
ち

身
近
な
差
別
や
偏
見

に
つ
い
て
考
え
ま
し

う

お
互
い
が

心
と
心
で
触
れ
合
い

人
権
尊
重
の
輪

を
広
げ
て
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ

れ
る
社
会
を
実
現
さ
せ
ま
し

う

【
今
後
の
予
定
】

▽
12
月
１
日

10
日
「
ち
が
い
」
を
愛

す
る
県
民
運
動
強
調
旬
間

※
初
日
の
12
月
１
日
（
水
）
午
前
10
時

30
分
か
ら
ベ
イ
シ
ア
堀
金
店
に
て
人

権
擁
護
委
員
に
よ
る
啓
発
活
動

▽
人
権
の
つ
ど
い
講
演
会
（
教
育
委
員

会
市
民
大
学
特
別
講
座
）

　

市
は
松
本
・
木
曽
・
大
町
地
域
人

権
啓
発
活
動
ネ
ト
ワ
ク
協
議
会
と

の
共
催
で
講
師
に
落
合
恵
子
さ
ん
を

迎
え
「
い
の
ち
の
感
受
性
」
と
題

し
て
講
演
い
た
だ
き
ま
す

入
場
は

無
料

事
前
の
申
し
込
み
は
不
要

手
話
通
訳
が
あ
り
ま
す

●
場
所
　

豊
科
公
民
館
ホ

ル

●
日
程
　

12
月
5
日
（
日
）

・
オ

プ
ニ
ン
グ
　

午
後
１
時
20
分

安
曇
野
市
内
小
学
校
の
児
童
に
よ
る

「
人
権
の
花
・
作
文
発
表
」

・
講
演
会
　

午
後
2
時

3
時
30
分

・
パ
ネ
ル
展
　

午
後
１
時

3
時
30
分

※
託
児
有
（
対
象
１
歳
以
上
）
11
月

26
日
（
金
）
ま
で
に
人
権
男
女
共
同

参
画
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

▽
12
月
10
日

16
日
　

北
朝
鮮
人
権
侵

害
問
題
啓
発
週
間

ま
た

12
月
は

人
権
特
設
相
談
所
（
無
料
）
が
3
回

開
設
さ
れ
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
（
22
ペ

ジ
参
照
）

広告欄　広告についてのお問い合わせは広告主までお願いします 広告欄　広告についてのお問い合わせは広告主までお願いします

★広告掲載のお申し込みは、（株）共立プラニング（434・2515）まで

せ

ら

知

お月
の
人
権
週
間

す
べ
て
の
人
が

人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に

人
権
男
女
共
同
参
画
課

（

・
２
０
０
０ 

・
５
０
０
０
）

人が幸せに生きる為に
人権擁護委員

藤原 和子

人 権 コ ラ ム

　人権擁護委員活動の一つの柱は人権尊重の
啓発であり、もう一つの柱は人権侵害被害者
の救済にあります。この被害者救済の端緒と
なる主なものに「人権相談」があります。相
談には市の広報等でお知らせする特設人権相
談と、松本法務局の１室で平日に開設されて
いる常設相談所があり、「人が幸せに生きる権
利」に関わる種々雑多で広範囲にわたる相談
事を受けています。その中で人権擁護委員が
最も心しなければならない事は「人権侵害を
見逃さない人権感覚」です。相談者が自分で
解決方法を見つけ出すための、より多くの選
択肢を提供できるよう努力しなければなりま
せん。また相談内容に人権侵害の疑いがあり、
かつ相談者が望む場合は、法務局の職員とと
もに事実関係を調査し、その事実があれば相
手方に啓発し被害者救済に努めなければなり
ません。
　日常に目を移すと、いじめ・虐待・育児放
棄等々、目や耳を覆いたくなるニュースが毎
日のように報道されています。私は特に子ど
もたちには「自尊心を高く持つ大人」「恥じる
事を知る大人」になってもらいたいと思って
います。自尊心の高い人は、いじめ・差別・ルー
ル違反等の加害者となる事など、自分の自尊
心が許さないはずだと思うからです。他人の
悩みを、真に理解することはできないかもしれ
ませんが、せめて私たち大人は、子どもたちに、
父母に、先祖たちに恥ずかしくない生き方を
したいものです。「君は君、我は我なり、され
ど仲良き」私の好きな言葉の一つであります。

労働トラブル 110 番

026･232･7499
11 月 23 日（火）
13：00 ～ 17：00

談

相

権

人

◇
お
詫
び
と
訂
正
◇

広
報
あ
づ
み
の（

月
３
日
発
行
）１
１
２
号

●
４
ペ
ジ
　

い
き
い
き
シ
ニ
ア
講
座

　

高
齢
者
介
護
課
の
電
話
番
号

【
誤
】
81・３
１
３
１

【
正
】
81・０
７
３
１

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す


